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「ＦＦＲＩセキュリティ マネージド・サービス利用契約条項」新旧対照表 

（下線部分は変更箇所を示す。） 

現      行 変    更    後 

(タイトル) 

ＦＦＲＩセキュリティ マネージド・サービス利用契約条項 

 

（頭書き） 

本条項はＦＦＲＩセキュリティ マネージド・サービスに関する利用契約条項で

す。お客様が本条項に同意された場合には、お客様と株式会社ＦＦＲＩセキュリ

ティ（以下「当社」といいます。）との間で、本条項を内容とするＦＦＲＩセキュ

リティ マネージド・サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）が成立

します。 

 

第 1 条（定義） 

１．（省略） 

2. 「ＦＦＲＩセキュリティ マネージド・サービス」とは、当社が自社開発ソフ

トウェアを活用してアラートモニタリング、インシデント初動調査、定期レ

ポートおよび製品サポート等を提供するマネージド・サービス（以下「本サ

ービス」といいます。）をいいます。 

３．（省略） 

 

第２条（前提条件） 

１．（省略）  

２．本サービスを利用する前提として、FMS 用 FFRI yarai Cloud 環境での本製品

の利用が必要となります。また、本サービス利用可能な機器数は、原則とし

て、100 台以上かつ 10,000 台以下とします。 

(タイトル) 

FFRI yarai Managed Service 利用契約条項 

 

（頭書き） 

本条項は FFRI yarai Managed Service に関する利用契約条項です。お客様が本

条項に同意された場合には、お客様と株式会社ＦＦＲＩセキュリティ（以下「当

社」といいます。）との間で、本条項を内容とする FFRI yarai Managed Service

の利用契約（以下「本契約」といいます。）が成立します。 

 

 

第 1 条（定義） 

１．（変更なし） 

２．「FFRI yarai Managed Service」とは、当社が自社開発ソフトウェアを活用

してアラートモニタリング、インシデント初動調査、定期レポートおよび

製品サポート等を提供するマネージド・サービス（以下「本サービス」と

いいます。）をいいます。 

３．（変更なし） 

 

第２条（前提条件） 

１．（変更なし） 

２．本サービスを利用する前提として、FMS 用 FFRI yarai Cloud 環境での本製

品の利用が必要となります。また、本サービス利用可能な機器数は、原則

として、70 台以上とします。 
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３．（省略） 

 

第 3 条（本サービス） 

１．（省略） 

２．（省略） 

(1)アラートモニタリングサービス 

（省略） 

(2)インシデント初動調査サービス 

（中略） 

お客様の依頼に基づき本製品の導入端末上の不審プロセスのチェックやマル

ウェア解析を行い、白黒判定を行います。 

なお、インシデント初動調査サービスは、アラートモニタリングサービスだ

けでは白黒判定できないグレーなケースにおいて、必要に応じ更なる調査を

行うなどしてインシデントレスポンスの要否を判定すること、およびインシ

デントレスポンスの初動対応を迅速かつ適切に行うことを目的としますが、

それ以降のインシデントハンドリング支援はお客様のご依頼に基づき、有償

オプションで実施します。 

(3)レポートサービス 

（省略） 

(4)製品サポートサービス 

（省略） 

３．（省略） 

４．（省略） 

５．（省略）  

 

第４条（本サービス提供の一時中断等） 

（省略） 

３．（変更なし） 

 

第 3 条（本サービス） 

１．（変更なし） 

２．（変更なし） 

(1)アラートモニタリングサービス 

（変更なし） 

(2)インシデント初動調査サービス 

（変更なし） 

お客様の依頼に基づき本製品の導入端末上のログを収集し、不審プロセス

のチェックやマルウェア解析を行い、インシデントレスポンスの要否判定

を行います。 

なお、インシデント初動調査サービスは、インシデントレスポンスの初動対

応を迅速かつ適切に行うことを目的としますが、それ以降のインシデント

ハンドリング支援はお客様のご依頼に基づき、有償オプションで実施しま

す。 

 

(3)レポートサービス 

（変更なし） 

(4)製品サポートサービス 

(変更なし) 

３．(変更なし)  

４．(変更なし)  

５．（変更なし）  

 

第４条（本サービス提供の一時中断等） 

（変更なし） 
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第５条（責任範囲） 

（省略） 

 

第６条（譲渡等の禁止） 

（省略） 

 

第７条（秘密保持） 

（省略） 

  

第 8 条（解除等） 

（省略） 

 

第 9 条（準拠法および裁判管轄） 

（省略） 

 

第 10 条（本条項の変更） 

（省略） 

 

第 11 条（適用） 

（省略） 

 

第 12 条（情報収集ポリシー） 

お客様は本サービスにおける本製品の使用にあたり、FMS 用 FFRI yarai 情報収

集 ポ リ シ ー

（https://www.ffri.jp/information/privacy/fms_yarai_privacy_policy.htm）およ

び FMS 用 FFRI AMC 情 報 収 集 ポ リ シ ー

 

第５条（責任範囲） 

（変更なし） 

 

第６条（譲渡等の禁止） 

（変更なし） 

 

第７条（秘密保持） 

（変更なし） 

 

第 8 条（解除等） 

（変更なし） 

 

第 9 条（準拠法および裁判管轄） 

（変更なし） 

 

第 10 条（本条項の変更） 

（変更なし） 

 

第 11 条（適用） 

（変更なし） 

 

第 12 条（情報収集ポリシー） 

お客様は本サービスにおける本製品の使用にあたり、FFRI yarai Managed 

Service 情報収集ポリシー（https://www.ffri.jp/fms_privacy_policy）に同意す

る必要があります。 
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（https://www.ffri.jp/information/privacy/fms_amc_privacy_policy.htm）に同

意する必要があります。 

 

２０２２年１０月１２日 改定 

 

 

 

２０２５年７月１１日 改定 


